
佐世保工業高等専門学校外国人留学生規則 

 

(平成１６年４月１日制定) 

 

佐世保工業高等専門学校外国人留学生規則(平成３年３月１日制定)の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、佐世保工業高等専門学校学則第４３条第３項の規定に基づき、佐世保

工業高等専門学校に受け入れる外国人留学生（以下「留学生」という。）に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（入学） 

第２条 留学生は、定員外とし、原則として第３学年以下に入学を許可することができる。 

２ 留学生は、本校及び志望学科の教育目標並びに技術者教育プログラム「複合型もの創り

工学」を理解した者とする。 

（留学生の受入） 

第３条 本校においては、原則として国費外国人留学生制度、外国政府派遣留学生制度及び

第３学年編入学者（外国人学生対象）選抜制度に基づく留学生を受け入れる。 

（授業料等） 

第４条 国費外国人留学生制度に基づく留学生に係る検定料、入学料及び授業料は徴収し

ない。 

（教育課程） 

第５条 留学生の教育課程は、学則第２４条の規定にかかわらず特別に編成することがで

きる。 

（留学生指導教員） 

第６条 留学生に対し、一貫した学習及び生活上必要な指導、助言を与えるため、留学生指

導教員を置く。 

２ 留学生指導教員は、留学生が在籍する当該学科長の推薦に基づき、校長が任命する。 

（留学生相談員） 

第７条 留学生の学習上の援助及び日常生活上の助言を行うため、留学生相談員（以下「チ

ューター」という。）を置く。 

２ チューターは、学生の中から、留学生が在籍する当該学科長の推薦に基づき校長が委嘱

する。 

３ チューターは、適宜、留学生の相談に応ずるとともに、必要に応じて留学生指導教員に 

連絡し、その指示を受ける。 

（住居） 

第８条 留学生は、原則として学寮に居住する。（閉寮期間中を除く） 

（留学生委員会） 

第９条 留学生に関し必要な事項を審議するため、佐世保工業高等専門学校留学生委員会

（以下「委員会」という。）を置く。 

（審議事項） 

第１０条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 



一 留学生の受入れに関すること。 

二 留学生の教育指導に関すること。 

三 留学生の厚生補導に関すること。 

四 その他委員会が必要と認めた事項 

（組織） 

第１１条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

一 教務主事 

二 学生主事 

三 寮務主事 

四 留学生指導教員 

五 基幹教育科より選出された教員１名及び各学科より選出された教員１名 

六 学生課長 

七 その他教務主事が必要と認めた者 

（委員長） 

第１２条 委員会の委員長は、教務主事をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代行する。 

（事務） 

第１３条 留学生に関する事務は、学生課が行う。 

（学則等の準用） 

第１４条 この規則に定めるもののほか、留学生に関し必要な事項は、学則及び諸規程を準

用する。 

 

附 則 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成２０年１１月２０日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、平成２３年５月２７日から施行し、平成２３年１月２４日から適用する。 

  附 則 

この規則は、令和７年６月３日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 


